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令和３年度における福生病院企業団職員 

人事行政の運営等の状況の公表について 
 

福生病院企業団職員の人事行政の運営等の状況について、市民、町民の皆様に広く

知っていただき、その公正性及び透明性を確保するため、福生病院企業団人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員数や給与の支給状況、休暇等の勤務

条件などについて、公表します。 

 

 

令和４年１２月２８日 

                      福生病院企業団 

                       企業長 松 山 健 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 部門別職員数の状況 

（各年 4月 1日現在） 

区  分 

職   員   数(人) 
令和 3年と令和 4年の 

比較増減(人) 

令和 3年 令和 4年 増員数 減員数 差引 

医      師 60 59 10 11 △1 

歯科医師 2 2 
 

  0 

看護 

職員 

助産師 9 10 2 1 1 

看護師 270 255 18 33 △ 15 

准看護師 5 5 
 

  0 

医
療
技
術
職
員 

薬剤師 16 16     0 

臨床検査技師 17 17     0 

診療放射線技師 15 16 1    1 

栄養士 4 4     0 

理学療法士 10 10     0 

作業療法士 3 3     0 

言語聴覚士 2 2     0 

臨床工学技士 5 5     0 

視能訓練士 2 2     0 

歯科衛生士 2 2 1  1  0 

事務職員 30 31 6 5 1 

合      計 452 439 38 51 △ 13 
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(2) 職員の退職の状況 

退職の期間 普通退職 定年退職 勧奨退職 分限免職 懲戒免職 死亡退職 派遣解除 

令和3年4月1日～ 

令和4年3月31日 
４３人 ２人 ２人 １人   ３人 

 

(3) 役職別職員数（事務職員）                  （令和3年4月1日現在） 

事務長 事務次長 課長・主幹 課長補佐 係長・主査 主任 主事 

１人  ６人 １人 ９人 ６人 ６人 

 

(4) 昇任試験の状況      （令和4年4月1日付昇任に係る試験結果） 

区 分 対象者数 受験者数 合格者数 

係 長 １６人 ４人 １人 

主 任 １１９人 １０人 ３人 

計 １３５人 １４人 ４人 

 

２ 職員の人事評価の状況 

常勤の一般職に属する職員を対象に、職員が職務を遂行するにあたり発揮した能力及び挙げ

た業績を把握し、次により勤務成績の評価を行う制度です。 

(1) 評価の方法 

ア 能力評価  職務遂行の過程において発揮された職員の能力を職種・職層別に定められた 

評価項目ごとに客観的に評価 

イ 業績評価  医師及び歯科医師を除く職員に対し、職員があらかじめ設定した業務目標の 

達成度その他の取り組みにより、職員が挙げた業務上の業績を客観的に評価 

 

 (2) 評価期間 

令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで 

 

(3) 職員結果の活用 

職員の任用、給与、配置などの人事管理の基礎として活用します。また、職員の人材育成

への活用に努めます。 

 

３ 職員の給与の状況 

(1) 収益的収支に係る人件費の状況                   （各年度決算） 

区 分 

総 費 用 

（消費税抜き） 

Ａ 

 

純 損 益 

 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

令和２年度 8,808,600千円 169,358千円 4,628,016千円 52.5％ 

令和３年度 8,857,602千円 2,417,278千円 4,564,617千円 51.5％ 
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(2) 職員給与費の状況                        （令和３年度決算） 

区  分 

 

職員数 

Ａ 

給   与   費 職 員 １ 人 

当たり給与 

Ｂ／Ａ 給 料 職員手当 期末勤勉手当 
計 

Ｂ 

医師・歯科医師 61.50 人 361,760 千円 554,711 千円 177,584 千円 1,094,055 千円 17,790 千円 

医 療 技 術 員 76.00 人 265,779 千円 107,184 千円 121,858 千円 494,821 千円 6,511 千円 

看護師・助産師 261.17 人 759,434 千円 438,684 千円 332,398 千円 1,530,516 千円 5,860 千円 

准 看 護 師 5.00 人 18,265 千円 6,531 千円 7,829 千円 32,625 千円 6,525 千円 

事 務 職 員 29.42 人 119,167 千円 42,261 千円 53,696 千円 215,124 千円 7,313 千円 

全 職 員 433.08 人 1,524,405 千円 1,149,371 千円 693,365 千円 3,367,141 千円 7,775 千円 

※「給料」は基本給の額、「職員手当」は、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外手当

などの合計（退職手当を含まない）です。 

※職員数は、年度中途の採用、退職等があるため、整数とはなりません。 

 

(3) 職種別の初任給の状況             （令和3年4月1日現在） 

区      分 
初任給 

（給料月額） 

採用後２年経過 

の給料月額 

医師・歯科医師 医大卒（大学６卒） 235,300円 260,400円 

薬 剤 師 
大学卒（６年）程度 204,500円 217,400円 

大 学 卒 程 度 193,100円 207,500円 

医療技術職員 

大 学 卒 程 度 185,500円 201,200円 

短大卒（３年）程度 167,800円 185,500円 

短 大 卒 程 度 161,700円 178,200円 

看護師・助産師 

大 学 卒 程 度 191,000円 202,900円 

短大卒（３年）程度 183,800円 196,900円 

短大卒（２年）程度 177,400円 191,000円 

准 看 護 師 准看護師養成所卒 153,700円 165,100円 

事 務 職 員 

大 学 卒 程 度 183,700円 200,200円 

短 大 卒 程 度 157,100円 176,100円 

高 校 卒 程 度 145,600円 154,200円 

 

(4) 職員１人当たり平均給与等及び平均年齢の状況           （令和３年度決算） 

区  分 平均給料月額 
平均給与月額 

（期末･勤勉手当含まず。） 

平均給与月額 

（期末・勤勉手当含む。） 
平均年齢 

医師・歯科医師 490,189円 1,241,831円 1,482,459円 49.55歳  

医 療 技 術 員 291,425円 408,951円 542,567円 39.66歳 

看護師・助産師 242,318円 382,292円 488,352円 38.93歳 

准 看 護 師 304,410円 413,267円 543,750円 50.40歳 

事 務 職 員 337,545円 457,251円 609,347円 45.99歳 

全 職 員 286,596円 502,684円 633,040円 40.23歳 

※「平均給料月額」とは、基本給の平均の額です。 

※「平均給与月額」とは、給料月額に、毎月支払われる扶養手当・地域手当・住居手当・

時間外勤務手当などの諸手当の額（退職手当を含まない）を加えた平均の額です。 
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 (5) 職員手当の状況 

ア 毎月支給されるもの 

(ｱ) 決まって支給されるもの（月額）            （令和3年4月1日現在） 

手当の種類 内   容 

管 理 職 手 当 
給料月額に対し次の割合に相当する額を支給する。 

院長・副院長25％、診療科の部長・医長20％、部長級18％、課長級15％ 

初任給調整手当 

看護師、助産師、准看護師 9,000円以内の額 

学校卒業後の経過期間に応じて支給する。 

16年未満9,000円 16年以上21年未満7,000円 21年以上5,000円 

扶 養 手 当 

子         9,000円 

※ 満16歳年度初めから満22歳年度末までの場合は13,000円 

子以外の扶養親族 6,000円 

地 域 手 当 
給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額の15％相当額を支給

する。（医療給料表(一)の適用者は20％） 

住 居 手 当 

 

世帯主及びこれに準ずる者のうち、満 34歳に達する日以後の最初の

３月 31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅（貸間を含む。）

を借り受け、月額 15,000 円以上の家賃（使用料を含む。）を支払って

いるものに支給する。   15,000円 

行政給料表(一)４級以上、医療給料表(一)２級以上、医療給料表 

(二)４級以上、医療給料表(三)４級以上の職員には適用しない。 

通 勤 手 当 

通勤のために交通機関等を利用し運賃等の負担を常例とする職員又

は自転車等交通用具の使用を常例とする職員に支給 

 

(１) 交通機関等利用者 

    ６か月定期額（限度額55,000円） 

 

(２) 交通用具使用者 

交通用具の使用距離に応じた定額（2,000円～31,600円） 

 

(３) 交通機関・交通用具併用者 

      原則として(１)と(２)の合計額（限度額55,000円） 
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(ｲ) 勤務実績により支給されるもの            （令和3年4月1日現在） 

手当の種類 内   容 

特殊勤務手当 

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務

で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮

することが適当でないものに従事する職員に次の手当を支給する。 

危険手当、医師手当、夜間勤務者調整手当、緊急出動手当、待機

手当、夜間看護手当、死体取扱手当、年末年始勤務手当、分娩手

当、医療協力手当、医師派遣手当、救急車搬送患者手当、新型コ

ロナウイルス感染症対応手当 

超過勤務手当 

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給する。 

○勤務日 １時間につき勤務１時間当たりの給料等の額の 125％（午後

10時から翌日の午前５時までの場合は 150％） 

○週休日 １時間につき勤務１時間当たりの給料等の額の 135％（午後

10時から翌日の午前５時までの場合は 160％） 

休 日 給 １時間につき勤務１時間当たりの給料等の額の 135％ 

夜 勤 手 当 

正規の勤務時間として、午後 10時から翌日の午前５時までの間に勤

務した職員に支給する。 

 １時間につき勤務１時間当たりの給料等の額の 25％ 

宿 日 直 手 当 

医師：平日は、１勤務につき 30,000円、土・日・祝日は、１勤務に

つき 70,000円（勤務時間が５時間未満の場合は１勤務の半額） 

医療技術職員：１勤務につき 11,500円（勤務時間が５時間未満の場合

は 5,750円とする。）、宿直入り勤務 １勤務につき 8,500円 

※年末年始加算あり。 

管理職員特別勤

務手当 

１回 10,000円（勤務が３時間に満たない場合は 5,000円、勤務が６時

間を超える場合は 15,000円） 

 

 

イ 一定の期間に支給されるもの 

(ｱ) 期末、勤勉手当                       （令和３年度） 

福生病院企業団 東京都 国 

期末手当 2.40月分 

 

勤勉手当 2.05月分 

期末手当 2.40月分 

 

勤勉手当 2.05月分 

期末手当 2.55月分 

 

勤勉手当 1.90月分 

職制上の段階、職務の級等による加算措置あり。 
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(ｲ) 退職手当                      （令和3年4月1日現在） 

区 分 
福生病院企業団 都 国 

普通退職 定年・勧奨 普通退職 定年・勧奨 普通退職 定年・勧奨 

支
給
率 

勤続 20年 23.00月 23.00月 23.00月 23.00月 19.6695月 24.586875月 

勤続 25年 30.50月 30.50月 30.50月 30.50月 28.0395月 33.27075月 

勤続 35年 43.00月 43.00月 43.00月 43.00月 39.7575月 47.709月 

最高限度 43.00月 43.00月 43.00月 43.00月 47.709月 47.709月 

※東京都及び福生病院企業団職員における退職手当の調整額：勤続期間10年以上の定年退

職者等の場合は、退職手当の調整額が加算されます。 

 

(6) 特別職の報酬等の状況                （令和3年4月1日現在） 

区    分 職員数 金   額 

報酬 

議長 １人 年額 110,000円 

副議長 １人 年額 100,000円 

議員 ７人 年額 80,000円 

監査委員（識見を有する者） １人 日額 11,000円 

監査委員（議員のうちから選出された者） １人 日額 8,000円 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 勤務時間の状況 

職員の正規の勤務時間は、休憩時間（午後零時30分から午後１時15分まで）を除き、１週

間について40時間を原則としています。ただし、職務の性質により前記により難い場合は、

４週間を超えない期間につき、休憩時間を除いて、１週間当たり40時間とする正規の勤務時

間を別に定めることができることとしています。 

 

(2) 年次有給休暇の状況 

年次有給休暇の付与については、期間を１月１日から12月31日とし、日数を１年に20日と

しています。 

なお、その年に使用しない日数がある場合は、20日を限度に翌年に限り繰り越すことがで

きます。 

取  得  期  間 対象職員数 平均取得日数 

令和３年１月１日～令和３年12月31日 ４２５人 １２．２日 

 

(3) 育児休業の状況 

地方公務員の育児休業に関する法律に基づき、子を養育する職員の継続的な勤務を促進す

るため、３歳に満たない子の養育をするための制度です。 

取得期間 
取得者数 

男性職員 女性職員 

令和３年度 ３人 １３人 
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(4) 特別休暇の種類 

公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、夏季休暇、

長期勤続休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分を行った職員数 

地方公務員法の規定により、職員が心身の故障等一定の事由により、その職務を充分に果

たすことができない場合に、職員の意に反して降任、免職、休職の処分を行うものです。 

（令和３年度） 

区  分 降 任 免 職 休 職 合 計 

勤務成績がよくない場合  １人  １人 

心身の故障の場合   ５人 ５人 

その他適格性の欠如    ０人 

職制・定数の改廃など    ０人 

刑事事件に関する起訴    ０人 

職員の休職の事由等に関

する規則 
   ０人 

 

(2) 懲戒処分を行った職員数 

地方公務員法の規定により、職員が法律違反などの一定の義務違反に対して、公務におけ

る規律と秩序を維持することを目的として、職員に対し戒告、減給、停職、懲戒処分として

免職を行うものです。 

（令和３年度） 

区   分 戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

法令に違反した場合   １人  １人 

職務上の義務に違反した場合     ０人 

全体の奉仕者たるにふさわし

くない非行があった場合 
１人    １人 

 

 

６ 職員の服務の状況 

地方公務員法では、職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行にあ

たっては全力を挙げて専念しなければならないという服務が規定されています。 

また、法令や上司の職務上の命令に従う義務や守秘義務などが課せられています。 

令和３年度の服務違反の件数は、次のとおりです。 
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区   分 内    容 違反数 

法令等及び職務命令等

に従う義務 

法令等に定める規定に従い、かつ、上司の職務命令

に従わなければならない。 
０人 

信用失墜行為の禁止 
職の信用を傷つけ、又は職の不名誉となるような行

為をしてはならない。 
２人 

秘密を守る義務 
職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 
０人 

職務専念義務 
職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念

しなければならない。 
０人 

政治的行為の制限 

政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治

的行為が禁止されるなどの制限があります。（課長

（科長）以上の管理職） 

０人 

争議行為等の禁止 争議行為等をしてはならない。 ０人 

営利企業等の従事制限 
公務の公正を確保する等の観点から、営利企業等に

従事することが制限されています。 
０人 

 

７ 職員の退職管理の状況 

令和３年度末における退職者（部長以上）の再就職などの状況 

区 分 
福生病院企業団に 

再就職した者 

福生病院企業団以外

に再就職したもの 
再就職しない者 

  人 数 ０人 ３人 ０人 

 

８ 職員の研修の状況 

職員の能力の開発、向上を目的として各種研修を実施、参加しています。 

（令和３年度） 

区 分 職  種 職員数 参加延人数 備   考 

医療関係専門派

遣研修 

医 師 ６３人 ３８人  

看護師･助産師 ２５１人 ２２人  

准 看 護 師 ５人 ０人  

医療技術職員 ７６人 １１５人  

計 ３９５人 １７５人  

その他派遣研修 事 務 職 員 ２８人 ２１人  

院 内 研 修 全 職 員 －人 ４，２７９人 
感染予防、医療安全対策、保

険診療、セキュリティ、ハラスメ

ント防止、虐待対策等 

合    計 ４２３人 ４，４７５人  

※この他、必要に応じて院内研修を実施しました。 

    職員数は、令和４年 3月 31日（3月 31日退職者を含む）現在です。 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

地方公務員法では、職員の厚生福利を図る目的として、厚生制度と共済制度を規定していま

す。それぞれの主な実施主体は、厚生制度が福生病院企業団職員互助会、共済制度が東京都市

町村職員共済組合となっています。 

なお、厚生福利制度とは別に、職員の公務上の災害、通勤時の災害により、職員が負傷等又

は死亡した場合の公務災害補償の制度があります。 

(1) 厚生福利制度 



 ９ 

実施主体 内    容 

福生病院企業団職員互助会 

職員の冠婚葬祭に対する給付事業、職員やその家族の親

睦・交流を図るための厚生事業などを実施しています。な

お、この事業の財源は、福生病院企業団から交付される負

担金と職員の会費で運営しています。 

東京都市町村職員共済組合 

職員及びその家族の病気等に対して給付を行う「短期給付

事業」、職員の退職、障害、死亡等に対する年金又は一時金

の給付を行う「長期給付事業」、健康保持増進事業などを実

施する「福祉事業」の３つの事業を実施しています。 

 

(2) 公務災害の状況 

区  分 令和２年度 令和３年度 

公 務 災 害 ８人 ５人 

通 勤 災 害 ０人 ０人 

 

 


